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「阿久比町消防出初式」が１月９日阿久比スポーツ村駐車場で開かれました。ほくぶ幼稚園の年長児も防火パレードに参加。「火の用心」を呼び
掛け、式を盛り上げました。 
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February

あぐいぶらり旅 !1

愛知県知事選挙 

申告はお早めに 
町県民税、所得税の申告が始まります。申告の必要がある方は早めに準備
をしてください。 

雪の降った翌日、観音寺を訪ねた。宝形造と呼ばれる屋根形式。珍しい宝物
があるのでは…。 

２月６日は愛知県知事選挙の投票日。貴重な一票に期待を込めて、投票に出掛けて
ください。 

町職員の給与などを公表 
町職員の給与や手当の状況をお知らせします。 
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町町町町町町町町町町町町町町町町
県県県県県県県県県県県県県県県県
民民民民民民民民民民民民民民民民
税税税税税税税税税税税税税税税税
のののののののののののののののの
申申申申申申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告告告告告告
がががががががががががががががが
必必必必必必必必必必必必必必必必
要要要要要要要要要要要要要要要要
なななななななななななななななな
方方方方方方方方方方方方方方方方

町
県
民
税
の
申
告
が
必
要
な
方

　

平
成
二
十
三
年
一
月
一
日
現
在
、
町
内

に
住
ん
で
い
る
方
で
、
次
の
事
項
に
該
当

す
る
方
。

①　

営
業
、
農
業
な
ど
の
事
業
所
得
や
配

当
、
譲
渡
な
ど
の
所
得
の
あ
る
方
で
、

確
定
申
告
の
必
要
が
な
い
方
。

②　

給
与
所
得
者
で
、
勤
務
先
か
ら
役
場

へ
給
与
支
払
報
告
書
が
提
出
さ
れ
な

か
っ
た
方
。
給
与
所
得
以
外
の
少
額
の

所
得
が
あ
っ
た
方
。
平
成
二
十
二
年
中

に
退
職
し
、
平
成
二
十
三
年
一
月
一
日

ま
で
に
就
職
し
て
い
な
い
方
。

③　

公
的
年
金
な
ど
の
所
得
だ
け
の
方
で

社
会
保
険
料
控
除
、
生
命
保
険
料
控
除

な
ど
の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
方
。

※　

役
場
か
ら
町
県
民
税
の
申
告
書
が
届

い
た
方
で
、
申
告
の
必
要
が
な
い
方
は
、

申
告
書
裏
面
に
「
申
告
の
必
要
が
な
い

場
合
の
記
載
欄
」
が
あ
り
ま
す
の
で
、

記
入
し
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※　

申
告
書
の
送
付
は
、
昨
年
の
申
告
実

績
な
ど
を
も
と
に
送
付
し
て
い
ま
す
。

申
告
書
が
届
か
な
い
方
や
、
新
た
に
必

　

今
年
も
町
県
民
税
、
所
得
税
の
申
告
の
時
期
と
な
り
ま
し
た
。
申
告
の
準
備
は
お
済
み

で
す
か
。
申
告
は
所
得
の
状
況
を
最
も
知
っ
て
い
る
あ
な
た
自
身
が
、
所
得
と
税
額
を
正

し
く
計
算
し
て
納
税
す
る
大
切
な
手
続
き
で
す
。
申
告
書
を
自
分
で
書
い
て
期
限
内
に
必

ず
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

要
と
な
っ
た
方
は
、
役
場
税
務
課
住
民

税
係
へ
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。
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税税税税税税税税税税税税税税税税
のののののののののののののののの
確確確確確確確確確確確確確確確確
定定定定定定定定定定定定定定定定
申申申申申申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告告告告告告
がががががががががががががががが
必必必必必必必必必必必必必必必必
要要要要要要要要要要要要要要要要
なななななななななななななななな
方方方方方方方方方方方方方方方方

所
得
税
の
確
定
申
告
が
必
要
な
方

　

平
成
二
十
二
年
中
に
各
種
の
所
得
が
あ

り
次
に
該
当
す
る
方
は
、
確
定
申
告
を
し

て
く
だ
さ
い
。

①　

事
業
を
営
む
方
、
不
動
産
収
入
の

あ
っ
た
方
、
土
地
や
建
物
を
売
っ
た
方

な
ど
で
平
成
二
十
二
年
中
の
所
得
の
合

計
額
が
基
礎
控
除
、
扶
養
控
除
な
ど
の

所
得
控
除
の
合
計
を
超
え
る
方
。

②　

給
与
所
得
者
で
給
与
の
年
収
が
二
千

万
円
を
超
え
る
方
。
二
カ
所
以
上
か
ら

給
与
を
受
け
て
い
る
方
。
給
与
・
退
職

所
得
以
外
の
所
得
の
合
計
額
が
二
十
万

円
を
超
え
る
方
。
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所所所所所所所所所所所所所所所所
得得得得得得得得得得得得得得得得
税税税税税税税税税税税税税税税税
のののののののののののののののの
申申申申申申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告告告告告告
でででででででででででででででで
税税税税税税税税税税税税税税税税
金金金金金金金金金金金金金金金金
がががががががががががががががが
戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻戻
るるるるるるるるるるるるるるるる
方方方方方方方方方方方方方方方方

所
得
税
の
申
告
で
税
金
が
戻
る
方

　

申
告
の
必
要
が
な
い
方
で
も
、
次
の
よ

う
な
方
は
、
申
告
を
す
れ
ば
納
め
過
ぎ
の

税
金
が
戻
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

①　

給
与
お
よ
び
年
金
所
得
者
で
、
雑
損

控
除
、
医
療
費
控
除
、
住
宅
借
入
金
等

特
別
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
方
。

②　

給
与
所
得
者
で
、
平
成
二
十
二
年
の

中
途
に
退
職
し
、
そ
の
後
も
就
職
し
な

か
っ
た
た
め
年
末
調
整
を
受
け
ら
れ
な

か
っ
た
方
。
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申申申申申申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告告告告告告
書書書書書書書書書書書書書書書書
のののののののののののののののの
提提提提提提提提提提提提提提提提
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はははははははははははははははは
郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵郵
送送送送送送送送送送送送送送送送
でででででででででででででででで
もももももももももももももももも
ＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯＯ
ＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫＫ

申
告
書
の
提
出
は
郵
送
で
も
Ｏ
Ｋ

　

町
県
民
税
、
所
得
税
の
申
告
受
付
期
間

は
、
二
月
十
六
日（
水
）か
ら
三
月
十
五
日

（
火
）ま
で
で
す
。（
所
得
税
の
還
付
申
告
書

は
、
二
月
十
六
日
以
前
で
も
提
出
で
き
ま

す
。）

☆
所
得
税
の
確
定
申
告
書
の
送
付
先

　

〒
４
７
５
―
８
６
８
６

　

半
田
市
宮
路
町　

―
５

５０

　

半
田
税
務
署　

�（
２
１
）３
１
４
１

☆
町
県
民
税
申
告
書
の
送
付
先

　

〒
４
７
０
―
２
２
９
２

　

阿
久
比
町
大
字
卯
坂
字
殿
越　
５０

　

阿
久
比
町
役
場
税
務
課
住
民
税
係

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
線
２
２
０
・

　

３
０
２
・
３
０
５
）
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役役役役役役役役役役役役役役役役
場場場場場場場場場場場場場場場場
でででででででででででででででで
のののののののののののののののの
申申申申申申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告告告告告告
のののののののののののののののの
受受受受受受受受受受受受受受受受
付付付付付付付付付付付付付付付付
方方方方方方方方方方方方方方方方
法法法法法法法法法法法法法法法法

役
場
で
の
申
告
の
受
付
方
法

　

パ
ソ
コ
ン
を
使
い
、
申
告
を
受
け
付
け

ま
す
。
担
当
職
員
が
必
要
な
事
項
を
入
力

し
て
プ
リ
ン
ト
し
ま
す
の
で
、
内
容
を
確

認
し
て
署
名
押
印
し
て
い
た
だ
く
だ
け
で

申
告
で
き
ま
す
。

　

収
支
内
訳
書
や
医
療
費
の
集
計
表
は
事

前
に
各
自
で
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
職
員

が
作
成
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。

　

受
付
時
に
、
申
告
す
る
所
得
や
控
除
の

種
類
、
必
要
書
類
の
確
認
を
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。（
書
類
不
備
の
場
合
、
会
場

で
作
成
し
て
い
た
だ
く
か
、
自
宅
で
作
成

し
て
申
告
し
て
い
た
だ
き
ま
す
）
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�　医師などに対する謝礼
�　健康診断や美容整形の費用
�　疾病予防や健康増進などのための医薬品や健
　康食品の購入費
�　親族に支払う療養上の世話の費用
�　治療を受けるために直接必要としない近視、
　遠視のためのメガネや補聴器などの購入費
�　通院のための自家用車のガソリン代、分べん
　のため実家へ帰るための交通費

医療費控除
　医療費控除として所得から差し引かれる金額は、平成２２年中
に実際に支払った医療費から保険などで補てんされる額を引い
て残った金額から、１０万円または合計所得金額の５％のいずれ
か低い額を差し引いた残りの金額です。
　計算式は、次のとおりです。
（支払った医療費－保険などで補てんされる額）－１０万円また
は合計所得金額の５％のいずれか低い金額＝控除額（ただし、
最高額２００万円）
寡婦、寡夫控除
　①　寡婦とは夫と死別・離婚した後再婚していない方や夫が

生死不明などの方で、扶養親族や、平成２２年分の総所得金
額等が３８万円以下の生計を同じにする子（他の納税者の控
除対象配偶者や扶養親族とされている方を除きます。）のあ
る方、または夫と死別した後再婚していない方や夫が生死
不明などの方で、平成２２年分の合計所得金額が５００万円以下
の方。

　②　寡夫とは平成２２年分の合計所得金額が５００万円以下の方
のうち、妻と死別・離婚した後再婚していない方や妻が生
死不明などの方で、平成２２年分の総所得金額等が３８万円以
下の生計を同じにする子（他の納税者の控除対象配偶者や
扶養親族とされている方を除きます。）のある方。

障害者控除
　次のいずれかに該当する方、控除対象配偶者および扶養親族
が対象となります。
　①　身体障害者手帳や、厚生労働大臣または知事から障害者

である旨の書類などの交付を受けている方。
　②　介護保険制度の要介護認定（１～５）を受けている６５歳

以上の方で、障害者控除対象者認定書の交付を受けている
方。

配偶者控除および扶養控除
　合計所得金額が３８万円以下で、次のいずれかに該当する方が
対象となります。
　①　生計を同じにする配偶者やその他の親族
　②　都道府県知事から養育を委託された児童
　③　老人福祉法の規定により養護を委託された老人
（注）①～③のうち、青色事業専従者で給与の支払いを受ける方

または白色事業専従者は除きます。
特定扶養親族
　扶養親族のうち、昭和６３年１月２日から平成７年１月１日以
前に生まれた方（年齢が１６歳以上２３歳未満の方）をいいます。
老人控除対象配偶者および老人扶養親族
　控除対象配偶者および扶養親族のうち、昭和１６年 1月 1日以
前に生まれた方（年齢が７０歳以上の方）をいいます。
配偶者特別控除
　納税者本人の合計所得金額が１，０００万円以下で、次のいずれに
も該当しない配偶者が対象となります。
　①　他の人の扶養親族とされる場合
　②　青色事業専従者で給与の支払いを受ける場合
　③　白色事業専従者である場合
　④　配偶者が配偶者本人の課税所得の計算上、配偶者特別控

除の適用を受けている場合
　⑤　合計所得金額が３８万円以下または７６万円以上の場合　

配偶者特別控除の額（所得税）

控除額配偶者の合計所得金額控除額配偶者の合計所得金額

１６万円６００，０００円～６４９，９９９円３８万円３８０，００１円～３９９，９９９円

１１万円６５０，０００円～６９９，９９９円３６万円４００，０００円～４４９，９９９円

６万円７００，０００円～７４９，９９９円３１万円４５０，０００円～４９９，９９９円

３万円７５０，０００円～７５９，９９９円２６万円５００，０００円～５４９，９９９円

２１万円５５０，０００円～５９９，９９９円

次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次次のののののののののののののののののののののよよよよよよよよよよよよよよよよよよよよようううううううううううううううううううううななななななななななななななななななななな費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用ははははははははははははははははははははは医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医医療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療療費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費費控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控控除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除除
ののののののののののののののののののののの対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対対象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象象ににににににににににににににににににににになななななななななななななななななななななりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりりままままままままままままままままままままませせせせせせせせせせせせせせせせせせせせせんんんんんんんんんんんんんんんんんんんんん

所所得得控控除除のの注注意意事事項項

○

�����������������
申申申申申申申申申申申申申申申申
告告告告告告告告告告告告告告告告
時時時時時時時時時時時時時時時時
にににににににににににににににに
必必必必必必必必必必必必必必必必
要要要要要要要要要要要要要要要要
なななななななななななななななな
もももももももももももももももも
のののののののののののののののの

申
告
時
に
必
要
な
も
の

　

申
告
す
る
方
は
、
次
の
所
得
区
分
な
ど

に
応
じ
て
、
必
要
な
書
類
と
印
鑑
を
用
意

し
て
く
だ
さ
い
。

①　

給
与
所
得
や
年
金
、
原
稿
料
の
収
入

　

な
ど
が
あ
る
方

・　

源
泉
徴
収
票

・　

報
酬
明
細
書

②　

営
業
、
農
業
な
ど
の
事
業
所
得
や
不

　

動
産
所
得
の
あ
る
方

・　

収
支
内
訳
書

③　

配
当
所
得
の
あ
る
方

・　

配
当
な
ど
の
支
払
通
知
書

④　

一
時
所
得
、
譲
渡
所
得
な
ど
の
あ
る

　

方

・　

支
払
明
細
書
や
売
買
契
約
書
な
ど
の

　

書
類

⑤　

医
療
費
控
除
を
受
け
る
方

・　

医
療
費
の
明
細
書
（
集
計
表
）

・　

支
払
っ
た
医
療
費
の
領
収
書

・　

保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
の

　

分
か
る
書
類

⑥　

社
会
保
険
料

　
　

生
命
保
険
料　

控
除
を
受
け
る
方

　
　

地
震
保
険
料

・　

各
種
保
険
料
の
払
込（
控
除
）証
明
書

⑦　

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
を
受
け
る

　

方

・　

住
民
票
の
写
し

・　

家
屋
の
登
記
簿
謄
本
な
ど

・　

住
宅
取
得
資
金
に
係
る
借
入
金
の
年

　

末
残
高
証
明
書

・　

家
屋
の
売
買
契
約
書
ま
た
は
建
築
工

　

事
請
負
契
約
書
の
写
し

⑧　

雑
損
控
除
を
受
け
る
方

・　

り
災
証
明
書

・　

被
害
資
産
の
内
容
・
状
況
な
ど
分
か

　

る
も
の

・　

被
害
資
産
の
取
り
壊
し
費
用
な
ど
の

　

明
細
お
よ
び
そ
の
領
収
書

・　

保
険
な
ど
で
補
て
ん
さ
れ
た
金
額
の

　

分
か
る
書
類

⑨　

寄
附
金
控
除
を
受
け
る
方

・　

特
定
寄
附
金
な
ど
の
受
領
書

※　

収
支
内
訳
書
や
医
療
費
の
集
計
表
は

事
前
に
作
成
し
て
く
だ
さ
い
。
申
告
会

場
の
職
員
が
作
成
す
る
こ
と
は
で
き
ま

せ
ん
。

※　

税
金
が
還
付
に
な
る
方
は
、
申
告
者

本
人
の
振
込
先
の
口
座
番
号
の
分
か
る

も
の
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、
忘
れ

ず
に
用
意
し
て
く
だ
さ
い
。

｛
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　※　半田税務署では受け付けしません。住
吉福祉文化会館へお出掛けください。

開設期間　２月１４日（月）～３月１５日（火）

　※　土曜日・日曜日と時間外は受け付けで
きません。ただし、２月２０日と２月 ２７ 日
の日曜日は、受け付けを行います。

開設時間　午前９時～午後５時

　　　　　（受付時間　午前９時～午後４時）

　※　所得税、贈与税、消費税の受け付けを
行います。町県民税の申告は、阿久比町
の申告会場でお願いします。

　※　職員による会場での計算確認は行い
ません。

住吉福祉文化会館 受付場所
　受付時間　

受付地区受付月日
午　後午　前

中 部 公 民 館――９時～１１時椋 岡
２月４日（金）

大古根公民館１時３０分～
３時３０分――大 古 根

横 松 公 民 館――９時～１１時横 松
２月７日（月）

高岡老人憩の家１時３０分～
３時３０分――高 岡

萩老人憩の家――９時～１１時萩
２月８日（火）

矢 口 公 民 館１時３０分～
３時３０分――矢 口

福住老人憩の家――９時～１１時福 住
福住園高台

２月９日（水）
坂 部 公 民 館１時３０分～

３時３０分――坂 部

白 沢 区 民 館――９時～１１時

白 沢
白 沢 台
日 生 団 地
メイツ巽ヶ丘２月１０日（木）

高根台集会所１時３０分～
３時３０分――高 根 台

宮 津 公 民 館――９時～１１時宮 津
２月１５日（火）

板 山 公 民 館１時３０分～
３時３０分――板 山

宮津山田集会場１時～　
３時３０分

９時～　
１１時３０分

宮 津 山 田
宮 津 団 地
阿久比団地
陽なたの丘

３月２日（水）

草 木 公 民 館１時～
３時３０分

９時～　
１１時３０分草 木３月３日（木）

植 公 民 館１時～
３時３０分

９時～　
１１時３０分植３月９日（水）

中央公民館本館
  （１０３号室）  １時～４時９時～　

１１時３０分
阿 久 比 町
全 地 区

２月１６日（水）
～

３月１５日（火）

　各地区での受付日時と場所は次のとおりです。
　※　受付時間は会場により異なりますので、よく確

認してお出掛けください。

各地区の会場

受付期間　２月１６日（水）～３月１５日（火）
※　所得税の還付申告書は２月 １６ 日以前で
も提出できます。
受付時間　午前９時～午前１１時３０分
　　　　　午後１時～午後４時
※　土曜日、日曜日と時間外の受け付けは
できませんので注意してください。
※　「営業・その他事業・譲渡所得等」に関
する所得税・贈与税・消費税の申告と納
税相談は、阿久比町の申告会場では受け
付けできません。住吉福祉文化会館へお
願いします。

中央公民館本館１階１０３号室
町県民税
所　得　税 の申告会場�
�

�

�

�
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問い合わせ先
○町県民税　役場税務課住民税係
　�（４８）１１１１　（内２２０・３０２・３０５）
○所得税・贈与税・消費税
　半田税務署　�（２１）３１４１
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申　告 
（平成２２年中の所得） 

計 算 

町県民税 
（平成２３年度） 

地方税 

所  得  税 
（平成２２年分） 

国 税 

所得の種類と所得金額の計算方法
所得金額の計算方法所　得　の　種　類

収入金額＝利子所得の金額
公社債や預貯金の利子などに
よる所得

利 子 所 得１
収入金額－株式等の元本を取
得するために要した負債の利
子＝配当所得の金額

株式の配当や証券投資信託の
収益分配などによる所得

配 当 所 得２

収入金額－必要経費＝不動産
所得の金額

土地や建物などの不動産の貸
付けによる所得

不動産所得３
収入金額－必要経費＝事業所
得の金額

農業、商工業などの事業から
生ずる所得

事 業 所 得４
収入金額－給与所得控除額－
特定支出の額の合計額のうち
給与所得控除額を超える部分
の金額＝給与所得の金額

給料、賞与などによる所得給 与 所 得５

（収入金額－退職所得控除額）
×１／２＝退職所得の金額

退職金、その他退職により一時
に受ける給与などによる所得

退 職 所 得６
収入金額－必要経費－特別控
除額＝山林所得の金額

山林の伐採または譲渡による
所得

山 林 所 得７
収入金額－資産の取得費－資
産の譲渡費用－特別控除額＝
譲渡所得の金額

土地や建物、株式などその他
の資産の譲渡による所得

譲 渡 所 得８

収入金額－収入を得るために
支出した金額－特別控除額＝
一時所得の金額

生命保険による一時金、損害
保険による満期返戻金、賞金
や懸賞当せん金などの所得

一 時 所 得９

次の①と②の合計額
①公的年金等の収入金額－公
的年金等控除額

②①を除く雑所得の収入金額
－必要経費

公的年金や原稿料、出演料、
生命保険年金など上記の１～
９にあてはまらない所得

雑 所 得１０

所得と収入は違います
　個人の一年間の「収入」からその収入を得るために
使った「必要経費」を引いて「所得」を計算します。

町県民税と所得税とは
　町県民税（住民税）は阿久比町と愛知県に納める地
方税で、町が税額を計算して事業主や個人に通知し税
金を徴収します。（平成２３年度の住民税所得割の税額
は平成２２年中の所得金額が基準となります。）
　所得税は国税で、一年間の所得に対して、事業主や個
人が自ら税額を計算して、申告した税額を納付します。
　サラリーマンの場合、町県民税は毎月の給料から、
所得税は毎月の給料とボーナスから源泉徴収されて
います。

　所得税や消費税の納税には、安全で便利な振替納税を利用
してください。
　振替納税は、あなたの預貯金口座（銀行、農協、郵便局な
ど）から、口座振替により、納税することができるものです。
①　あなたの預貯金口座から、決められた納期限に自動的に
引き落とされます。
②　納付のため、現金を用意したり、金融機関に出掛けて納
税したりする必要がありません。
③　うっかり納税を忘れて、延滞金を払うこともありません。
手続は簡単です。「預貯金口座振替依頼書」に必要事項を記
入して、税務署か、ご利用の金融機関に提出してください。

（確定申告の期間中は、役場の申告会場でも提出できます。）

納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納納税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税税はははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははははは口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口口座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座座振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振振替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替替のののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののののの利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利利用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用用をををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををををを納税は口座振替の利用を平成１１年～１８年、平成２１年～２５年に入居し、所
得税の住宅ローン控除を受けた方で所得税から
控除しきれなかった額がある方へ
　勤務先での年末調整または税務署での確定申告の際に
所得税の住宅ローン控除を受けた方で所得税から控除し
きれなかった額がある方は、町県民税の住宅ローン控除が
受けられます。「住宅借入金等特別税額控除申請書」を別
途役場へ提出する必要はありません。ただし、次の場合は
町県民税の住宅ローン控除が受けられない場合がありま
すので、役場税務課へ問い合わせください。
　（１）勤務先から役場へ給与支払報告書が送られない方
　（２）給与支払報告書の摘要欄に必要事項の記載がない方

をご利用ください。 

所得税の確定申告提出は 

ご自宅のパソコンから申告などの手続ができます。 
「e-Tax」を利用して所得税の申告をすると 

詳しくは、e-Taxホームページをご覧ください。 
で 

http://www.e-tax.nta.go.jp
※　e-Taxを利用するためには公的個人認証サービスに基づく「電子証明書」が必要です。 

イータックス 検索 

さらに便利で使いやすく！ 

e-Tax
ネットでどこでも申告・納税。 

国税電子申告・納税システム 

①国税庁HPから電子申告 

②最高５,０００円の税額控除 

③添付書類を提出省略 

④還付金がスピーディー 還付金 

国税庁ホームページ 
確定申告書等 
作成コーナー 

医療費領収書 

源泉徴収書 
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電子証明書（公的個人認証サービス）
□取得方法　住民福祉課で住民基本台帳カードを入手後、手続
きを行うと取得できます。電子証明書は住民基本台帳カード
に記録されます。

□取得に必要なもの
・本人確認のできるもの（運転免許証、パスポート、住民基
本台帳カードなど官公署が発行した顔写真付き証明書）

・住民基本台帳カード（住民基本台帳カードを取得していな
い方は印鑑）

□発行手数料　住民基本台帳カード ５００ 円、電子証明書 ５００ 円
□利用に必要なもの　インターネットに接続可能なパソコン、
ＩＣカードリーダライタ

□関連ホームページ
　・電子証明書（公的個人認証サービス）について
　　 http://www.jpki.go.jp/
　・ＩＣカードリーダライタについて　http://www.jpki-rw.jp/
□問い合わせ先　住民福祉課　�（４８）１１１１（内２２５）
※　電子証明書の有効期限は３年間です。住民基本台帳カード
の有効期限 １０ 年とは異なりますのでご注意ください。
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（１）　人件費の状況（平成２１年度普通会計決算）

人件費率
（Ｂ／Ａ）

人件費
（Ｂ）

実質収支
歳出額
（Ａ）

住民基本台帳
２２．３．３１現在

１８．５％１３億２,２３２万６，０００円 ３億１,００３万８，０００円 ７１億５,２５０万円２５，２２９人

※　人件費には、特別職に支給される給料、報酬等を含む。

（２）　職員給与費の状況（平成２１年度普通会計決算）

一人当たりの
給与費（Ｂ／Ａ）

給　　　　　　　　　　与　　　　　　　　　　費職員数
（Ａ） 計　（Ｂ）期末 ･勤勉手当職員手当給　　料

５９２万８，０００円９億６９３万５，０００円２億２，５１８万円１億３，０３５万２，０００円 ５億５,１４０万３，０００円１５３人

※　給与費は、平成２１年度当初予算の計上額で職員手当には退職手当、児童手当は含まない。

（５）　職員の初任給の状況
（平成２１年４月１日現在）

採用２年後の給料額初　任　給一般行政職

１９万３００円１７万８，８００円大学卒

１５万４，４００円１４万４，５００円高校卒

（１）　職員の任免の状況

５　人退 職 者 数４　人採 用 者 数

※　採用者数は、競争試験と選考により採用した職員数。
　　退職者数は、定年、勧奨、死亡、自己都合などにより退職した職員数。

（２）　職員数（平成２１年４月１日現在）

１８５　人職　員　数

職員の任免及び職員数の状況１

（３）　平均給料月額、平均給与月額と平均年齢の状況（平成２１年４月１日現在）

平均年齢平均給与額平均給料額

４５．８歳３９万９，９９０円３３万５，６１３円一般行政職

（４）　ラスパイレス指数の状況

平成２１年度平成２０年度平成１９年度平成１８年度平成１７年度平成１６年度

９２．５９１．０８９．６９０．１８９．１８９．６

※　ラスパイレス指数とは、国家公務員の給与水準を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示す指数。

職員の給与の状況２

（６）　一般行政職の級別職員数の状況（平成２１年４月１日現在）

計１　級２　級３　級４　級５　級６　級７　級

主事補主　事
主　査
主　任

係　長
主　査

課長補佐課　長部　長
標 準 的 な
職 務 内 容

１０３人５人１８人２３人２４人１７人１１人５人職　員　数

１００．０%４．９%１７．４%２２．３%２３．３%１６．５%１０．７%４．９%構　成　比

　阿久比町人事行政の運営の公正性、透
明性を高めることを目的として、「阿久
比町人事行政の運営等の状況の公表に
関する条例」に基づき、平成２１年度の
状況をお知らせします。

□問い合わせ先　総務課人事秘書係
　　　　　　　　�（４８）１１１１（内２３７）
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（７）　職員手当の状況（平成２１年４月１日現在）

勤　勉期　末

期末・勤勉
手　　　当

０．７０月分１．２５月分６月期
０．７０月分１．５０月分１２月期
１．４０月分２．７５月分計

職制上の段階、職務の級などによる加算措置あり
※　支給月数は、平成２１年度の状況。

定年・勧奨
（支給率）

自己都合
（支給率）

退職手当

３０．５５月分２３．５０月分勤続２０年
４１．３４月分３３．７５月分勤続２５年
５９．２８月分４７．５０月分勤続３５年
５９．２８月分５９．２８月分最高限度額

定年前早期退職特例措置（２％～２０％加算）

１，８９８万円
１人当たり
平均支給額

９％支給率
地域手当

３４万９，０８０円１人当たり平均支給年額

１０．３％
職員全体に占める
手当支給職員の割合

特 殊 勤 務
手 当

１万９，３７１円
１ 人 当 た り
平 均 支 給 年 額

４種類手 当 の 種 類
徴収手当、防疫作業
手当、清掃手当、不
快手当

手 当 の 名 称

配　偶　者　１万３，０００円
配偶者以外　１人につき　６，５００円、配偶

者のない場合の１人目は１
万１，０００円

満１６歳の年度のはじめから満２２歳の年度
末までの子１人につき　５，０００円加算

扶養手当

持家　２，５００円（新築・購入から５年間）
借家（借間）

１万２，０００円を超える家賃の額に応
じ、最高２万７，０００円

住居手当

（８）　特別職の報酬等の状況（平成２１年４月１日現在）

期末手当報酬等の月額区　 分

６月期　１．４５月分

１２月期　１．６５月分

計　３．１０月分

８１万２，０００円町 長
６４万３，０００円副 町 長
３４万６，０００円議　 長
２６万６，０００円副　議　長
２４万７，０００円委　員　長
２３万７，０００円議　 員

（２）　主な休暇の種類

付　　与　　日　　数区　分
１年につき２０日年 次 休 暇
出産予定日前６週目に当たる日（多胎妊娠の場合にあっては、１４
週間目に当たる日）から出産日後８週間を経過する日まで

出 産

２日以内の期間妻の出産補助
１日につき２回各３０分以内の時間育 児 時 間
１年につき５日以内の期間子 の 看 護
親族の区分により１日から７日忌 引
１日父母の祭日

（３）　育児休業等取得者数（平成２１年度中に新たに育児休業、部分休業を取得した職員数）

計女　　性男　　性区　　分
２人２人０人育児休業取得者
０人０人０人部分休業取得者
２人２人０人計

職員の勤務時間その他の勤務条件の状況３
（１）　勤務時間の状況（変則勤務職場などを除く一般的な職場におけるもの）

休憩時間終了時刻開始時刻正規の勤務時間
１２：１５～１３：００１７：１５８：３０８時間

付　　与　　日　　数区　分
５日以内の期間結 婚
必要と認められる期間選挙権等行使
必要と認められる期間証人等出頭
必要と認められる期間骨 髄 移 植
１年につき５日以内ボランティア
７日以内の期間住居滅失等
必要と認められる期間交 通 遮 断
１年につき５日夏 季 休 暇

３，９２１万２，０００円支給総額
時間外勤務
手 当 ２８万６，２００円

支給対象職員１人当
たり平均支給年額

（１）　職員の分限処分の状況　　心身の故障のため、長期の休養を要するものとして休職（病気休職）した職員　４人
（２）　職員の懲戒処分の状況　　０人

職員の分限及び懲戒処分の状況４

交通用具（自動車等）利用者
　通勤距離により２，０００円～２万４，５００円
交通機関利用者
支給単位期間の定期券相当額（１カ月
換算で最高５万５，０００円）

通勤手当
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（１）　研修の状況

研 　修　 名 　等受講者数区    分

新規採用職員研修、一般職員中期・後期研修、新任係長研修、課長補佐研修、課長研修、部長研修２７人階 層 研 修

地方自治法講座、地方公務員法講座、行政訴訟研修、地方税法講座、法制執務講座、プレゼンテー
ション講座、ファシリテーション研修、ＪＫＥＴ指導者養成研修 、カウンセリングマインド講座、Ｊ
ＳＴ指導者養成研修、交渉力・折衝力向上研修、接遇研修、ライフプラン講座

２９人
専門・特別
研 修

自治大学校、市町村中央研修所、全国市町村国際文化研修所３人派 遣 研 修

（２）　勤務成績の評定の状況

年１回評 定 の 回 数

平成２１年１月１日～平成２１年１２月３１日評 定 の 期 間

平成２２年１月評 定 の 時 期

１７７人評定の対象人数

職員の服務の状況５

７

職員の研修及び勤務成績の評定状況６

（１）　服務制度に関する研修などの実施状況
　地方公務員法に定められた町職員としての義務を周知徹底するため、随時、部課長会議や通知文書により、服務規律の徹
底を図っている。

（２）　営利企業等への従事許可の状況

２件報酬を得て事業もしくは事務に従事する場合の許可

職員の福祉及び利益の保護の状況
（１）　共済組合負担金
　　　（地方公務員等共済組合法に基づく愛知県市

町村職員共済組合に対する負担金）

１人当たりの負担額金　　額

１０６万９,０００円１億８,５０１万５,０００円

（３）　安全衛生管理体制
ア　安全衛生管理体制の概要
　　職員の安全の確保、健康増進などの諸施策を効
率的に推進するため、阿久比町職員安全衛生管理
規程の定めるところにより、統括安全衛生管理者
（副町長）を組織の長とする安全衛生管理体制を
整備しています。

イ　職員健康診断

健康管理区分（医療面）
受診者数検診名

要医療要指導要観察正常範囲

１２人　２６人４３人２４人１０５人定期健康診断

１０人１１１人３６人　１人１５８人人間ドック

※　定期健康診断受診者は臨時職員を含む。
※　人間ドックは職員の配偶者を含む。

ウ　健康指導等の実施状況
　　職員の健康の保持増進を図るため、健診結果に基づく事後管理、一
般疾病の予防、治療対策、心の健康問題について職場の健康管理研修
会、共済組合等の相談窓口を活用して保健指導を実施している。

（４）　職員の災害補償
ア　公務災害認定件数

合計

疾　　　病負　　　傷

計
その他の公務
起因性の明ら
かな疾病　　

職業病
公務上の負
傷に起因す
る疾病　　

計その他出張中
自己職務
遂行中　

１件０件０件０件０件１件０件０件１件

イ　通勤災害認定件数

合　　計退勤途上出勤途上

０件０件０件

８ 公平委員会の事務の状況

件数業　　務　　の　　種　　類

０件勤務条件に関する措置の要求の状況

０件不利益処分に関する不服申立ての状況

※　公平委員会の事務は、愛知県に委託しています。

人事行政

（２）　職員互助会補助金
　　　（職員の相互共済及び福利増進を図るため全職

員が加入する阿久比町職員会に対する補助）

会　員　数金　　額

２２２人　２２２万円

※　会員数は嘱託職員等を含む。
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１５１ 
防災交通課 
fl（４８）１１１１ 
（内２０８） 

ニュース 

ま
ち
づ
く
り 
安

全

で

住

み

よ

い

 
　防災行政無線が聞き取りにくい場合は
�（４８）７０３０へ問い合わせてください。最新
のメッセージを聞くことができます。

行政無線情報は電話でも

　

町
消
防
団
、
町
赤
十
字
奉
仕
団
、
草
木

小
学
校
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
、
ほ
く
ぶ
幼
稚

園
の
園
児
、
知
多
中
部
広
域
事
務
組
合
半

田
消
防
署
阿
久
比
支
署
員
の
約
二
百
二
十

人
が
参
加
し
ま
し
た
。

　
「
自
助
共
助
を
実
践
し
、町
全
体
で
災
害

に
強
い
ま
ち
づ
く
り
を
目
指
し
ま
し
ょ

う
」
と
町
長
が
あ
い
さ
つ
。
式
で
は
参
加

団
体
の
力
強
い
分
列
行
進
、
赤
十
字
奉
仕

団
に
よ
る
応
急
手
当
の
訓
練
、
幼
稚
園
児

の
防
火
パ
レ
ー
ド
、
少
年
消
防
ク
ラ
ブ
の

消
火
訓
練
、
消
防
団
に
よ
る
一
斉
放
水
な

ど
が
披
露
さ
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、
消
防
功
労
者
・
消
防
団
員
の
表

彰
伝
達
も
行
わ
れ
、
次
の
皆
さ
ん
が
表
彰

を
受
け
ま
し
た
。　
（
敬
称
略
）

消
防
庁
長
官
表
彰
（
銀
杯
）

　

前
阿
久
比
町
消
防
団
団
長　

榊
原
和
宏

愛
知
県
消
防
協
会
長
表
彰

　

▽
感
謝
状　

榊
原
和
宏
、
新
海
武
久
▽

表
彰
状
・
竿
頭
綬　

阿
久
比
町
消
防
団
▽

善
行
章　

水
野
慎
一
、
西
畠
大
祐
、
竹
内

聡
、
樫
内
明
弘

知
多
地
域
消
防
連
絡
協
議
会
長
表
彰

　

▽
感
謝
状　

榊
原
和
宏
▽
功
労
章　

関

浩
孝
▽
精
績
章　

田
中
俊
充
、
橋
村
仁
生
、

佐
藤
康
之

知
多
郡
消
防
団
連
合
会
長
表
彰　

　

▽
感
謝
状　

榊
原
和
宏
▽
精
勤
章　

石

川
義
高
、
佐
藤
貴
浩
▽
善
行
章　

新
美
陽

一
郎
、
榊
原
伸
洋
、
皆
川
和
樹
、
竹
内
太
、

榊
原
善
成
、
近
藤
亮

交通安全計画に対する意見を募集
　愛知県交通安全対策会議では、平成 ２３ 年度以降５年間を対象
期間とする第９次愛知県交通安全計画の作成を進めています。
計画は交通安全対策基本法に基づき作成するもので、県の陸上
交通の安全に関する総合的かつ長期的な施策の大綱です。
　第９次愛知県交通安全計画（中間案）がまとまりましたので、
県民の方の意見を次のとおり募集します。
□第９次愛知県交通安全計画（中間案）の閲覧方法
　ホームページ
　（URL=http://www.pref.aichi.jp/００００００８３４７.html）に掲載。
□募集期間　２月１日～３月２日
□提出方法　住んでいる市町村、年齢、性別、職業を記入の上、
次のいずれかの方法で提出してください。提出様式は愛知県
ホームページ県民意見提出制度から入手できます。
（１）　郵便 〒 ４６０-８５０１（住所不要）愛知県県民生活部地域安全課 

交通安全グループあて
（２）　ファックス ０５２（９５４）６９１０
（３）　   電子メールアドレス
　　　 chiikianzen@pref.aichi.lg.jp
※　電話での意見は、対応できませんのでご了承ください。
□意見に対する対応
（１）　第９次愛知県交通安全計画作成に向けての参考とさせて

いただきます。
（２）　個別に回答しません。
（３）　個人情報を除いて公開する場合があります。
□問い合わせ先　愛知県県民生活部地域安全課
　　　　　　　　交通安全グループ　�０５２（９５４）６１７７

　

阿
久
比
町
消
防
出
初
式
が
、
一
月
九
日

阿
久
比
ス
ポ
ー
ツ
村
第
二
駐
車
場
で
行
わ

れ
ま
し
た
。

����

������
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あなたは写っていませんか。もし写っていれば、写真をおわけしますので連絡ください。　　企画財政課�（４８）１１１１（内３０３）

オアシススケッチ オアシススケッチ オアシススケッチ 

力強く謝辞を述べる竹内健人さん

仲間と写真を撮り合う新成人

　

一
月
十
日
「
成
人
の
日
」
に
、
エ
ス

ペ
ラ
ン
ス
丸
山
で「
阿
久
比
町
成
人
式
」

が
開
か
れ
ま
し
た
。
色
と
り
ど
り
の
振

り
袖
や
真
新
し
い
ス
ー
ツ
に
身
を
包
ん

だ
新
成
人
二
百
二
十
五
人
が
出
席
し
、

大
人
へ
の
自
覚
を
新
た
に
し
ま
し
た
。

　

町
長
が
「
自
ら
の
手
で
人
生
を
切
り

開
き
、
大
い
な
る
志
の
も
と
、
そ
れ
ぞ

れ
の
舞
台
で
活
躍
し
て
く
だ
さ
い
」
と

若
者
に
エ
ー
ル
を
送
り
、
新
成
人
を
代

表
し
て
竹
内
健
人
さ
ん
は
「
自
分
を
見

失
わ
ず
若
者
ら
し
く
一
日
一
日
を
大
切

に
し
な
が
ら
、
社
会
に
貢
献
で
き
る
よ

う
努
力
し
ま
す
」
と
力
強
く
謝
辞
を
述

べ
ま
し
た
。

　

成
人
式
実
行
委
員
が
企
画
し
た「
新
成

人
の
集
い
」
で
は
、
学
校
生
活
の
思
い
出

の
ス
ラ
イ
ド
上
映
や
中
学
の
恩
師
を
迎

え
て
の
懇
親
会
な
ど
が
催
さ
れ
ま
し
た
。

　

式
の
終
了
後
に
は
、
旧
友
と
の
再
会

を
喜
び
、
思
い
出
話
に
花
を
咲
か
せ
た

り
、
写
真
を
撮
り
合
っ
た
り
す
る
な
ど
、

会
場
は
華
や
か
な
雰
囲
気
に
包
ま
れ
て

い
ま
し
た
。

ビニールカイトを揚げる親子連れら

各地区自慢の大凧揚げに挑戦

　
「
第
二
十
五
回
阿
久
比
町
凧
あ
げ
大

会
」
が
一
月
九
日
町
内
小
学
校
区
ご
と

に
四
会
場
で
行
わ
れ
、
手
作
り
の
凧
が

大
空
に
舞
い
ま
し
た
。

　

子
ど
も
は
凧
作
り
講
習
会
で
作
っ
た

ビ
ニ
ー
ル
カ
イ
ト
を
、
大
人
は
各
地
区

で
作
っ
た
大
凧
を
揚
げ
ま
し
た
。

　

今
年
の 
干  
支 
の
ウ
サ
ギ
を
あ
し
ら
っ

え 

と

た
大
凧
な
ど
が
揚
が
り
、
親
子
連
れ
ら

参
加
者
千
七
百
八
十
人
が
�
冬
の
風
物

詩
�
を
楽
し
み
ま
し
た
。

　

大
会
で
揚
げ
ら
れ
た
「
大
凧
」
は
二

月
十
一
日
か
ら
二
月
二
十
日
ま
で
、
中

央
公
民
館
南
館
ホ
ー
ル
で
展
示
を
し
ま

す
。
力
作
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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高
岡
地
区
の
観
音
寺
を
訪
ね
た
。
前
日

降
っ
た
雪
が
寺
の
屋
根
に
残
り
、
解
け
出

し
た
雪
は
軒
の
先
端
を
伝
わ
り
、
滴
と

な
っ
て
地
面
に
落
ち
る
。「
う
ぁ
」。
雪
解

け
水
が
私
の
首
筋
を
伝
わ
る
。
思
わ
ぬ
冷

た
さ
に
自
然
と
声
が
上
が
る
。

観
音
寺
は
知
多
四
国
八
十
八
カ
所
霊
場

の
十
七
番
札
所
。
現
在
の
本
堂
は
大
正
十

三
年
か
ら
昭
和
元
年
ま
で
三
年
か
け
て
造

ら
れ
た
も
の
で
、
木
造
瓦
葺 
方 ほう 
形  
造 
。
方

ぎ
ょ
う 
づ
く
り

形
造
は
「
宝
形
造
」
と
も
書
き
、
四
つ
の

三
角
形
の
面
で
構
成
さ
れ
、
頂
上
の
一
点

が
中
央
に
集
ま
る
屋
根
形
式
。

屋
根
中
央
に
は
下
の
段
か
ら
、「
卍
」
の

文
様
が
浮
き
出
た 
露  
盤 
、 
伏  
鉢 
、 
宝  
珠 
と

ろ 
ば
ん 

ふ
く 
ば
ち 

ほ
う 
じ
ゅ

呼
ば
れ
る
「
や
き
も
の
」
が
積
み
上
げ
ら

れ
る
。
仏
教
用
語
で
「
宝
珠
」
は
、
あ
ら

ゆ
る
願
い
を
か
な
え
る
不
思
議
な
珠
を
意

味
す
る
。
屋
根
形
式
は
「
宝
形
造
」、
頂
上

に
は
「
宝
珠
」
と
、
こ
の
寺
に
は
何
か
す

ご
い
�
お
宝
�
が
眠
っ
て
い
そ
う
だ
。

「
去
年
の
夏
、
家
族
で
デ
ィ
ズ
ニ
ー

シ
ー
へ
遊
び
に
行
っ
た
と
き
、
ア
ラ
ビ
ア

ン
ナ
イ
ト
の
世
界
を
演
出
し
た
、『
ア
ラ
ビ

ア
ン
コ
ー
ス
ト
』
と
い
う
場
所
が
あ
っ
て
、

宮
殿
の
上
に
タ
マ
ネ
ギ
の
よ
う
な
宝
珠
が

乗
っ
て
い
た
の
を
思
い
出
し
た
よ
」
と
私

が
友
人
に
話
す
。「
宮
殿
は
金
銀
財
宝
が
た

く
さ
ん
あ
る
と
こ
ろ
で
す
よ
ね
」。友
人
の

瞳
が
輝
く
。

住
職
は
不
在
だ
っ
た
が
、
留
守
番
を
す

る
女
性
に
寺
の
「
宝
物
」
に
つ
い
て
尋
ね

て
み
た
。

五
十
年
に
一
度
し
か
開
帳
し
な
い
本
尊

の「
十
一
面
観
音
菩
薩
」。
欄
間
な
ど
に
施

さ
れ
る 
彫  
常 
作
の
彫
刻
。
元
禄
二
（
一
六

ほ
り 
つ
ね

八
九
）
年
の
表
記
が
あ
る
「 
鰐  
口 
（
軒
下

わ
に 
ぐ
ち

に
つ
る
し
、
参
拝
者
が
白
布
の
綱
で
打
ち

鳴
ら
す
仏
具
。
現
在
は
寺
内
で
保
管
）」の

三
つ
を
挙
げ
て
く
れ
た
。

「
彫
刻
以
外
は
、
毎
日
お
寺
に
い
る
私

た
ち
で
も
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、

と
て
も
貴
重
な
も
の
だ
と
思
い
ま
す
」
と
、

女
性
が
ほ
ほ
笑
む
。

本
堂
正
面
で
上
を
見
る
と
軒
に
は
、

所
々
参
拝
に
来
た
こ
と
を
示
す「 
千  
社  
札 
」

せ
ん 
じ
ゃ 
ふ
だ

が
張
ら
れ
る
。
名
前
や
住
所
が
記
さ
れ
、

「
小
地
谷
」「
大
宮
」
な
ど
他
県
の
地
名
が

見
ら
れ
る
。
現
在
は
巡
礼
回
数
で
「
納
め

札
」
の
色
が
決
め
ら
れ
、
千
社
札
を
建
物

へ
張
る
代
わ
り
に
、
そ
の
札
が
「
納
札
箱
」

に
入
れ
ら
れ
る
。

白
装
束
に
身
を
包
ん
だ
老
夫
婦
が
境
内

を
訪
れ
た
。
二
人
は
納
経
帳
へ
の
朱
印
を

済
ま
せ
た
後
、
赤
札
（
巡
礼
二
十
回
）
に

住
所
・
名
前
・
願
い
ご
と
を
書
き
、
箱
に

納
め
て
仲
良
く
「
般
若
心
経
」
を
唱
え
る
。

未
来
永
劫
に
残
し
た
い
素
朴
な
光
景
だ
。

「
う
ぁ
」。雪
解
け
の
滴
が
友
人
の
首
筋
に

伝
わ
っ
た
よ
う
だ
。
突
然
の
大
き
な
声
が

少
し
だ
け
二
人
の
世
界
を
邪
魔
し
て
し

ま
っ
た
。
軽
く
頭
を
下
げ
て
寺
を
後
に
し

た
。

雪が残る観音寺の屋根

軒に張られた千社札

N

464

知
多
半
島
道
路
 

前田川 観音寺 
唐松の井戸 

済乗院 中部保育園 

矢口 
公民館 

阿
久
比
駅 

平泉寺 

名
鉄
河
和
線 オアシスセンター 

役場 

箭比神社 箭比神社 

エスペランス 
丸山 
エスペランス 
丸山 
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○ ８２ 阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿阿久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久久比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比比町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町町めめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめめざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざざすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすすす子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子子どどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどどももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももももも像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像像
幼児期３歳～６歳

←園からの働きかけめざす子ども像６歳保護者からの
働きかけ　→

★休日には、家族と一緒
に、戸外で遊ぶ。

★近所の同年齢、異年齢
の子どもと遊ばせる。

★子どもの気づきや発見
を受け止める。

★子どもが興味をもって
試したり、工夫したり
している姿を見守る。
また、子どもが自分で
試せるように時間をつ
くる。

★失敗したときは、なぜ
そうなったか子どもに
気づかせ、励まし、次
への意欲へつなげる。

★して良いことと悪いこ
との基本的な区別を教
える。

★周りの状況を考えて、
少しでも我慢できるこ
とは、我慢させる。

★家庭の中で約束事を決
め、守らせる。

★子どもの疑問に答えた
り、一緒に考えたりす
る。

　
幼
児
教
育
部
会
が
作
成
し
た「
阿
久
比
町
め
ざ
す
　

子
ど
も
像
」
の
中
か
ら
、六
歳
児
の
「
め
ざ
す
子
ど
も

像
」
と
「
保
護
者
か
ら
の
働
き
か
け
」「
園
か
ら
の
働
き

か
け
」の
一
部
を
紹
介
し
ま
す
。今
回
は
「
遊
び
」
に
つ
い

て
で
す
。保
護
者
と
園
が
、そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
し
っ
か

り
と
分
担
し
な
が
ら
働
き
か
け
、子
ど
も
の
成
長
を
支

　
え
て
い
き
ま
し
ょ
う
。 

★友達と順番や決まりを
守り、さまざまな遊び
をする。

★身近な事物・事象・文
字や数に関心をもち、 
生活や遊びに取り入れ
て遊ぶ。

★共同の物を大切にし、
譲り合って使う。

★友達との関わり方や
ルールの必要性を遊び
の中で知らせる。

★幼児の発達過程や興味
に応じた運動や遊びを
工夫する。

★できないことや少し難
しいことにも挑戦しよ
うとする気持ちを認め、
できたときには一緒に
喜び、自信につなげる。

★幼児の発想やアイディ
アを遊びや生活の中に
生かし意欲や創造力、
行動力を育てる。

★園外保育や園行事への
参加を通し、いろいろ
な人とふれあう経験や
豊かな体験ができるよ
うにする。

★いろいろな材料や用
具・遊具を用意し、考
えたり工夫して試した
りしながら遊べるよう
にする。

★文字や数、かたちに関
心をもたせる遊びや環
境作りをする。

★友達と協力する喜びが
味わえる活動を取り入
れる。

　いろいろなものに興
味や関心をもち友達
と意欲的に遊ぶ子ど
も

【年中・年長】
→気の合った友達と、
興味をもった遊びを
十分楽しむ。

【年少】
→身近な人と関わり友
達と遊ぶことを楽し
む。

□問い合わせ先　学校教育課　�（４８）１１１１（内２０２）

　子どもの成長を確かめる目安として、小学校１年生～中学校３年生対象の『家庭、園・学校がともに育ち合うた
めの手引き』と乳児期 (３歳未満 )・幼児期 (３歳～６歳 )対象の『阿久比町めざす子ども像』の冊子を各家庭に配
布しています。今年度も残り２カ月となりました。これらの冊子を参考に子どもたちの１年の成長を確かめてみて
ください。子どもの発達や成長には個人差がありますので、できていることは大いに褒めて、できていないことは
「家庭からの働きかけ」を参考に励ましてあげてください。

子どもの１年の成長を確かめてください
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　１月の凧あげ大会で大空を舞った各地区の大凧が、
中央公民館南館ホールに集合します。

日　時　２月１１日（祝）～２月２０日（日）
　　　　午前９時～午後４時

場　所　中央公民館南館ホール

昨年の展示会

ただし、
２月 １２ 日は、午後１時～午後４時
２月 ２０ 日は、午前９時～正午

　第 １６ 回「阿久比町書初め大会」(１月５日ふれあいの
森体育室で開催 )の入賞者が次の皆さんに決まりまし
た。　　　　　　　　　　　　　　　　　　  （敬称略）
○　町長賞　小林晴名（南部小２年）
○　特　選　竹内乃彩（英比小１年）、新美雄啓（英比

小２年）、新美善大（英比小３年）、三浦
千宙（南部小４年）、新美敦子（英比小５
年）、榊原真美（南部小６年）、加藤有紗
（加木屋中１年）

○　秀　作　稲葉拓巳（城山保年中）、新海由貴（南部
小２年）、天草希望（亀崎小３年）、加藤
巧也（加木屋小４年）、野村大祐（岡田小
５年）、上蔀瑠花（草木小６年）、佐野美
佳子（阿久比中３年）

あぐい女性の会メイン事業・阿久比町男女共同参画講演会
　男女がともに支えあい、女性の社会参画や男性
の家庭参画へのチャレンジを支援する地域づく
りを目指して、講演会を開催します。

日時：２月２６日（土）

　　　午後１時３０分～午後３時３０分

　　　（受け付け開始　午後１時から）
※　託児希望の方は社会教育課へ２月 １０ 日（木）
　までに申し込みください。
場所：中央公民館本館３階 ３０１ 号室

講師：日本福祉大学心理臨床学科長

　　　池谷壽夫教授

主催：あぐい女性の会・阿久比町・
　　　阿久比町教育委員会

　愛知県と愛知県青少年健全育成県民会議では、
毎月第３日曜日を「家庭の日」として、明るく会
話のある家庭づくりの推進に努めています。
　阿久比町では町内の小中学生から応募した
「家庭の日」啓発ポスターの作品展を、２月６日
（日）まで中央公民館本館ロビーで開催していま
す。ご覧ください。

２月は「家庭の日」県民運動強調月間です

□問い合わせ先　社会教育課　�（４８）１１１１（内２６２）



14

広報あぐい　２０１１年２月１日号

　システムでの予約は仮予約となりますので、７日以内に窓口で申請書を提出（本予約）し、使用料を支払ってく
ださい。
　７日以内に本予約をされない場合は、自動的に仮予約は取り消されますのでご注意ください。
例）２月１日に仮予約した場合…２月７日までに窓口で本予約をしてください。
　　　　　　　　　　　　　　　２月８日には仮予約が削除されます。

※　予約システムを利用して悪質な予約を繰り返す利用者には、利用をできなくすることがありますのでご注意く
ださい。

□問い合わせ先一覧

　「あいち共同利用型施設予約システム」は、あいち電子自治体推進協議会が運営し、愛知県内のシステム参加市
町が共同で利用する施設予約システムです。パソコンや携帯電話で、参加市町が保有する施設の空き状況の検索や
施設の予約を行うことができます。（阿久比町ではシステムからの予約は仮予約とさせていただきます。各市町に
より、予約方法が異なりますので、詳しくは各市町の施設窓口やホームページなどでご確認ください。）
　４月１日から一部の機能が追加・改善されるため、阿久比町での予約システムを利用しての受付方法を下表のとお
り変更します。

問い合わせ先申込期間施設名

阿久比スポーツ村　�（４９）２５００施設利用日の２カ月前から
３日前まで

阿久比スポーツ村（野球場、陸上競技場）
白沢グランド（テニスコート、運動広場）
板山グランド（運動広場）
草木グランド（運動広場）

勤労福祉センター　�（４８）６６４４
丸山公園（テニスコート、運動広場、武道場）

施設利用日の３カ月前から
３日前まで

勤労福祉センター

ふれあいの森　�（４８）８４３１施設利用日の２カ月前から
３日前まで

ふれあいの森（体育室）
社会教育課　�（４８）１１１１（内２６０）中央公民館（本館、南館）

予約システム全般に関する問い合わせ先：企画財政課　�（４８）１１１１（内３０３）

申込開始日が施設休館日の扱い

変更後変更前
施設窓口が休館のため、システムからの予約は翌
開館日の正午からとします。

施設窓口が休館のため、システムからの予約が優先されま
した。
※　申込開始日は問い合わせ一覧の申込期間の初日です。

定期メンテナンス時の扱い

変更後変更前
メンテナンス日がなくなり、原則２４時間３６５日シス
テムを利用することができます。
第４月曜日も中央公民館窓口での予約ができます。

毎月第４月曜日がメンテナンス日だったため、システムが
利用できませんでした。（メンテナンス時間中）
中央公民館は窓口での予約もできませんでした。

窓口で予約したい システムで予約したい 
すでに利用者登録している場合 

施設窓口で申請書を提出し、 
使用料を支払ってください。 

システムで予約（仮予約） 

初めて利用する場合 

施設窓口かパソコンで利用者登録を行い、利用者IDとパスワー
ドを取得してください。 
※利用者登録は、携帯電話からはできません。 

システムで予約をした日から７日以内に施設窓口で使用料を支払ってください。（本予約） 
※利用日の９日以内の申し込みについては利用日の３日前までに使用料を支払ってください。 

□予約のながれ

あいち共同利用型施設予約システム 
～4月1日から受付方法を一部変更します～ 
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　肺炎球菌は肺炎などの原因となる病原菌です。高齢者は免疫力
の低下に伴い、肺炎にかかりやすく、重症化することがあります。
肺炎球菌ワクチンを１回接種することで、免疫は５年間は持続す
るといわれています。
※　肺炎球菌ワクチン接種は任意の予防接種です。接種にあたっ
ては、医師と相談してください。

阿久比町在住で接種日において満７０歳以上の方。
ただし、過去に接種を受けた方は接種より５年を
経過した場合に限ります。

対象者

３,０００円（生涯１回限り）。
生活保護世帯、住民税非課税世帯の方は、接種費
用を全額補助します。

補助額

平成２３年２月１日～平成２３年３月３１日補助期間

阿久比町保健センター（オアシスセンター内）申請場所

医療機関で接種費用を全額支払い、ワクチン接種
にかかる領収書（高齢者肺炎球菌ワクチン接種代
と分かるように記載）、印鑑、振込先が分かるも
のを持って平成２３年４月５日までに、保健セン
ター窓口で申請してください。

必要なもの
など

□問い合わせ先　環境衛生課　�（４８）１１１１（内３１１・３１２）

　町の自主財源確保と地域経済の活性化を図ることを目的として、「阿久比町公式ホームページ」にバナー
広告（有料広告）の掲載枠を設けます。
　そこで、バナー広告掲載を希望する広告主を次のとおり募集します。事業活動の一助として活用してくだ
さい。
□募集内容
　掲載位置　阿久比町公式ホームページトップページの下部
　　　　　　※　掲載位置は阿久比町が指定
　掲載枠数　１０枠
　規格　・大きさ縦６０ピクセル×横１３０ピクセル
　　　　・ファイル形式ＧＩＦまたはＪＰＥＧ（点滅、切り替わりおよび動きのあるものを除く。）
　　　　・データ容量５キロバイト以下
　掲載料　１枠月額５,０００円（税込み）
　掲載期間　１カ月単位とし、複数月の申し込み可（同年度内最大１２カ月）
□応募資格と広告掲載基準
　阿久比町公式ホームページバナー広告掲載募集要項、阿久比町広告掲載要綱、阿久比町公式ホームページ
広告取扱要領、同バナー広告表現ガイドラインを参考にしてください。（ホームページで掲載）

□募集期間　２月１日～２月２８日（申込みが１０枠に満たない場合は随時募集します）
□申し込み方法
　広告掲載申込書に必要事項を記入し、広告案（ デザイン案でも可）を添付の上、持参・郵送・電子メール
のいずれかで企画財政課へ提出してください。
　※　申込書はホームページからダウンロードできます。
□問い合わせ先　企画財政課　�０５６９（４８）１１１１（内３０３）
　　　　　　　　ホームページ　http://www.town.agui.lg.jp/　　電子メール　kikaku@town.agui.lg.jp 
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Information

お知らせ  
InformationInformation

�□
勤
務
場
所　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー

□
勤
務
内
容　

幼
保
小
中
学
校
給
食
配
送

業
務
な
ど

□
募
集
人
員　

二
人

□
勤
務
期
間　

四
月
一
日
〜

□
勤
務
時
間　

学
校
休
校
日
以
外　

午
前

十
時
〜
午
後
三
時（
一
日
四
時
間
程
度
）

□
賃　
　

金　

千
五
十
円
（
時
間
給
）、
交

通
費
月
額
二
千
円
（
勤
務
地
ま
で
二
キ

ロ
以
上
の
場
合
）

□
応
募
資
格　

阿
久
比
町
在
住
で
、
年
齢

六
十
四
歳
以
下
（
平
成
二
十
三
年
四
月

五
日
現
在
）
の
健
康
で
三
ト
ン
車
を
運

転
で
き
る
方

□
試　
　

験　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・
写

真
添
付
）、
健
康
診
断
書
（
後
日
提
出
可
）

□
申
込
期
限　

二
月
二
十
二
日（
火
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

学
校
給
食
セ
ン
タ
ー　

�（
４
８
）５
１

１
１

□
勤
務
場
所　

教
育
相
談
セ
ン
タ
ー

□
勤
務
内
容　

生
徒
・
保
護
者
の
カ
ウ
ン

セ
リ
ン
グ
（
中
学
校
教
育
相
談
員
）

□
募
集
人
員　

一
人

□
勤
務
期
間　

四
月
一
日
〜
九
月
三
十
日

（
更
新
有
り
）

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
か
ら
金
曜
日
の
う

ち
週
四
日
（
一
日
五
時
間
以
内
）

□
賃　
　

金　

千
円
（
時
間
給
）、
交
通
費

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�


月
額
二
千
円
（
勤
務
地
ま
で
二
キ
ロ
以

上
の
場
合
）

□
応
募
資
格　

年
齢
六
十
四
歳
以
下
（
六

十
五
歳
定
年
）
で
健
康
で
意
欲
の
あ
る
方

□
試　
　

験　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・

写
真
添
付
）

□
申
込
期
限　

二
月
十
六
日（
水
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

学
校
教
育
課
学
校
教
育
係　

�（
４
８
）

１
１
１
１
（
内
２
０
５
）

□
勤
務
場
所　

東
部
小
学
校

□
勤
務
内
容　

学
校
用
務
員

□
募
集
人
員　

一
人

□
勤
務
期
間　

四
月
一
日
〜
九
月
三
十
日

（
更
新
有
り
）

□
勤
務
時
間　

月
曜
日
〜
金
曜
日
（
一
日

七
・
五
時
間
以
内
）

□
賃　
　

金　

八
百
円
（
時
間
給
）、
交
通

費
月
額
二
千
円
（
勤
務
地
ま
で
二
キ
ロ

以
上
の
場
合
）

□
応
募
資
格　

年
齢
六
十
四
歳
以
下
（
六

十
五
歳
定
年
）
で
健
康
で
意
欲
の
あ
る
方

□
試　
　

験　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・

写
真
添
付
）

□
申
込
期
限　

二
月
十
六
日（
水
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

学
校
教
育
課
庶
務
係　

�（
４
８
）１
１

１
１
（
内
２
０
５
）

□
勤
務
場
所　

中
央
公
民
館

□
勤
務
内
容　

公
民
館
受
付
、
管
理
、
講

座
補
助
な
ど

□
募
集
人
員　

一
人

□
勤
務
期
間　

四
月
一
日
か
ら
九
月
三
十

　

日
（
更
新
有
り
）

□
勤
務
時
間

　

・
月
曜
日
〜
金
曜
日　

午
後
五
時
十
五

分
〜
午
後
九
時
四
十
五
分

　

・
土
曜
日
、
日
曜
日
、
祝
日　

午
前
八

時
〜
午
後
五
時
十
五
分
・
午
後
五
時

〜
午
後
九
時
四
十
五
分

　

ロ
ー
テ
ー
シ
ョ
ン
勤
務
で
月
に
十
三
日

程
度

□
賃　
　

金　

平
日　

七
百
五
十
円
、
土

曜
日
・
日
曜
日
・
祝
日　

八
百
五
十
円

（
時
間
給
）、
交
通
費
月
額
二
千
円
（
勤

務
地
ま
で
二
キ
ロ
以
上
の
場
合
）

□
応
募
資
格　

年
齢
六
十
四
歳
以
下
（
六

十
五
歳
定
年
）
で
簡
単
な
パ
ソ
コ
ン
操

作
が
で
き
る
方

□
試　
　

験　

面
接
試
験
（
後
日
連
絡
）

□
提
出
書
類　

履
歴
書
（
市
販
の
も
の
・

写
真
添
付
）

□
申
込
期
限　

二
月
十
六
日（
水
）

□
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

社
会
教
育
課
公
民
館
係　

�（
４
８
）１

１
１
１
（
内
２
６
０
）

�□
対
象
者　

町
内
小
学
校
児
童
で
、
保
護

者
が
労
働
な
ど
に
よ
り
昼
間
家
庭
に
い

な
い
児
童

□
定　

員　

・
げ
ん
き
ッ
ズ
南
部　

三
十
人
程
度

・
げ
ん
き
ッ
ズ
英
比　

四
十
人
程
度

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�

�

�

�

�

・
げ
ん
き
ッ
ズ
東
部　

四
十
人
程
度

・
げ
ん
き
ッ
ズ
草
木　

三
十
人
程
度

※　

保
護
者
の
就
労
状
況
な
ど
や
低
学
年

（
一
年
生
・
二
年
生
）
の
児
童
が
原
則

優
先
さ
れ
ま
す
。

□
入
所
申
込
書
配
布
・
提
出
場
所

　

継
続
児
童
は
、
現
在
通
っ
て
い
る
「
げ

ん
き
ッ
ズ
」
で
、
新
規
希
望
児
童
は
、

希
望
す
る
「
げ
ん
き
ッ
ズ
」
ま
た
は
現

在
通
園
し
て
い
る
保
育
園
で
、
そ
れ
以

外
の
児
童
は
住
民
福
祉
課
で
配
布
。
提

出
場
所
も
同
じ
で
す
。

※　

各
学
童
保
育
の
場
所
、
利
用
料
、
開

所
時
間
な
ど
は
、
入
所
申
込
書
配
布
場

所
に
あ
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
で
確
認
し
て

く
だ
さ
い
。

□
入
所
に
必
要
な
提
出
書
類

　

①
入
所
申
込
書
②
家
庭
で
放
課
後
に
児

童
の
育
成
が
で
き
な
い
こ
と
を
証
明
す

る
書
類
（
入
所
希
望
す
る
児
童
の
父
母

お
よ
び
六
十
五
歳
未
満
の
同
居
の
祖
父

母
が
対
象
）

□
受
付
期
間　

二
月
一
日（
火
）〜
二
月
十

八
日（
金
）（
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除

く
）

□
入
所
決
定　

審
査
後
の
二
月
末
日
に
、

保
護
者
あ
て
に
通
知
し
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

住
民
福
祉
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１（
内
２
２
６
）

入
所
希
望
者
説
明
会
を
行
い
ま
す

・
二
月
十
四
日（
月
）午
後
七
時
〜

　

げ
ん
き
ッ
ズ
英
比
、
げ
ん
き
ッ
ズ
草
木

・
二
月
十
五
日（
火
）午
後
七
時
〜

　

げ
ん
き
ッ
ズ
南
部
、
げ
ん
き
ッ
ズ
東
部
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�
　

下
水
道
事
業
計
画
の
変
更
を
行
う
た
め

に
次
の
と
お
り
変
更
案
を
縦
覧
し
ま
す
。

関
係
住
民
お
よ
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧

期
間
満
了
日
ま
で
に
事
業
計
画
案
に
つ
い

て
阿
久
比
町
長
に
対
し
て
意
見
書
を
提
出

す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

□
名　

称

　
「
矢
作
川
・
境
川
流
域
下
水
道
関
連

　

阿
久
比
公
共
下
水
道
」

□
変
更
内
容

　

区
域
の
拡
大
約
三
十
四
ヘ
ク
タ
ー
ル

□
縦
覧
場
所

　

役
場
建
設
部
上
下
水
道
課

□
縦
覧
期
間

　

二
月
一
日（
火
）〜
二
月
一
五
日（
火
）

　

午
前
八
時
半
〜
午
後
五
時
十
五
分

※ 
土
曜
・
日
曜
日
、
祝
日
は
除
く

□
問
い
合
わ
せ
先

�
�
�
�
�
�
�
	


�

�

�

�

�

�

�

　

建
設
部
上
下
水
道
課　

�（
４
８
）１
１

１
１
（
内
３
５
１
・
３
５
２
）

�
　

愛
知
県
が
行
う
都
市
計
画
区
域
の
再
編

に
伴
い
、
都
市
計
画
を
変
更
し
ま
し
た
の

で
次
の
と
お
り
縦
覧
し
ま
す
。

□
都
市
計
画
区
域
の
名
称

　
「
知
多
都
市
計
画
区
域
」

□
都
市
計
画
の
種
類

　

①
都
市
計
画
区
域
の
整
備
、
開
発
及
び

保
全
の
方
針
②
区
域
区
分
③
用
途
地
域

④
道
路
⑤
公
園
⑥
準
防
火
地
域
⑦
阿
久

比
宮
津
土
地
区
画
整
理
促
進
区
域
⑧
阿

久
比
宮
津
特
定
土
地
区
画
整
理
事
業
⑨

地
区
計
画

□
都
市
計
画
決
定
告
示
日

　

平
成
二
十
二
年
十
二
月
二
十
四
日

□
縦
覧
場
所　

愛
知
県
建
設
部
都
市
計
画

課
（
県
庁
本
庁
舎
五
階
）、
阿
久
比
町
役

場
建
設
課
（
阿
久
比
町
以
外
の
土
地
に

お
け
る
都
市
計
画
の
変
更
内
容
は
該
当

市
町
村
で
縦
覧
し
て
く
だ
さ
い
）

□
問
い
合
わ
せ
先　

建
設
課　

�（
４
８
）

１
１
１
１
（
内
２
８
８
）

�
　
 
脳  
脊  
髄  
液  
減 

の
う 
せ
き 
ず
い 
え
き 
げ
ん 

少  
症 
は
、
交
通
事
故
や
ス

し
ょ
う 
し
ょ
う

ポ
ー
ツ
外
傷
な
ど
に
よ
る
、
頭
部
や
全
身

へ
の
強
い
衝
撃
が
原
因
で
、脳
脊
髄
液（
髄

液
）
が
漏
れ
、
減
少
す
る
こ
と
に
よ
り
引

き
起
こ
さ
れ
ま
す
。

　

髄
液
が
減
少
す
る
と
、
大
脳
や
小
脳
が

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

下
が
り
、
脳
と 
頭  
蓋  
骨 
を
つ
な
い
で
い
る

ず 

が
い 
こ
つ

神
経
や
血
管
が
引
っ
張
ら
れ
、
そ
の
結
果
、

頭
痛
、め
ま
い
、吐
き
気
、思
考
力
低
下
、 倦 けん

 
怠  
感 
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
な
症
状
が
複
合
的

た
い 
か
ん

に
現
れ
ま
す
。
出
産
の
き
っ
か
け
や
、
不

登
校
の
中
に
発
症
し
て
い
る
児
童
が
い
る

こ
と
も
分
か
っ
て
き
ま
し
た
。

　

早
期
発
見
・
早
期
対
応
で
あ
れ
ば
、
自

然
に
治
っ
て
い
く
病
気
で
す
。
し
か
し
、

放
置
し
て
い
る
と
、
度
重
な
る
身
体
へ
の

負
担
や
ス
ト
レ
ス
に
よ
り
悪
化
す
る
恐
れ

が
あ
り
ま
す
。
そ
の
場
合
、
専
門
医
の
病

院
で
診
察
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

愛
知
県
公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
診
察
可
能

な
医
療
機
関
の
一
覧
が
公
開
さ
れ
て
い
ま

す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
脳
脊
髄

液
減
少
症
患
者
・
家
族
支
援
協
会
愛
知

事
務
所　

�
０
５
０（
５
８
０
５
）８
３

５
７

　

Ｈ
Ｐ　

http://w
w
w
.npo

‐ asw
p.org

�
　

総
務
省
で
は
、
経
済
的
な
理
由
で
地
上

デ
ジ
タ
ル
放
送
を
ま
だ
視
聴
で
き
な
い
低

所
得
の
世
帯
に
対
し
て
、
支
援
を
行
っ
て

い
ま
す
。
対
象
と
な
る
世
帯
や
支
援
内
容

は
次
の
と
お
り
で
す
。

Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
が
全
額
免
除
と
な
っ

て
い
る
世
帯
へ
の
支
援

　

ま
だ
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
対
応
で
き

ず
①
生
活
保
護
な
ど
の
公
的
扶
助
を
受
け

て
い
る
世
帯
②
障
害
者
が
い
る
世
帯
で
、

世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税
の
世
帯

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

③
社
会
福
祉
施
設
に
入
所
し
て
い
る
世
帯

の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受

信
料
が
全
額
免
除
の
世
帯
が
対
象
。

□
支
援
の
内
容

　

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
対
応
の
簡
易
な

チ
ュ
ー
ナ
ー
（
一
台
）
を
無
償
給
付
し
、

対
象
世
帯
を
訪
問
し
て
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
設

置
を
行
い
ま
す
。
ア
ン
テ
ナ
改
修
な
ど
が

必
要
な
場
合
は
無
償
で
工
事
を
行
い
ま
す
。

市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
へ
の
支
援

　

ま
だ
地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
に
対
応
で
き

ず
、「
世
帯
全
員
が
市
町
村
民
税
非
課
税
の

措
置
を
受
け
て
い
る
世
帯
」
が
対
象
。（
Ｎ

Ｈ
Ｋ
と
の
放
送
受
信
契
約
が
必
要
）

□
支
援
の
内
容

　

地
上
デ
ジ
タ
ル
放
送
対
応
の
簡
易
な

チ
ュ
ー
ナ
ー
（
一
台
）
を
無
償
給
付
し
ま

す
。
ま
た
、
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
設
置
方
法
や

操
作
方
法
を
電
話
で
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。

（
チ
ュ
ー
ナ
ー
の
訪
問
設
置
、
ア
ン
テ
ナ

改
修
な
ど
は
行
い
ま
せ
ん
）

　
　
　
　

◇　
　
　
　

◇

□
申
込
方
法

　

申
込
書
に
必
要
事
項
を
記
入
し
、
必
要

書
類
を
添
付
し
て
総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー

ナ
ー
支
援
実
施
セ
ン
タ
ー
へ
送
付
し
て
く

だ
さ
い
。
申
込
書
は
、イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・

電
話
な
ど
で
総
務
省
地
デ
ジ
チ
ュ
ー
ナ
ー

支
援
実
施
セ
ン
タ
ー
か
ら
取
り
寄
せ
て
く

だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先

○
Ｎ
Ｈ
Ｋ
放
送
受
信
料
全
額
免
除
世
帯
へ

の
支
援
�（
０
５
７
０
）０
３
３
８
４
０

○
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
へ
の
支
援
�

（
０
５
７
０
）０
２
３
７
２
４

Information

人
権
擁
護
委
員
に

　

竹
内
�
樹
さ
ん

　

一
月
一
日
付
け
で
、
竹
内
�
樹
さ
ん

が
法
務
大
臣
か
ら
人
権
擁
護
委
員
に
委

嘱
さ
れ
ま
し
た
。
国
民
の
基
本
的
人
権

が
侵
犯
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
に
、

い
つ
で
も
皆
さ
ん
か
ら
の
意
見
や
相
談

を
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

○連絡先
　阿久比町大字阿久比
　字南下川１５　�（４８）６５３９

�
���
���
���
���
���
���
	�


�
�

の
う 

せ
き 

ず
い 

え
き 

げ
ん 
し
ょ
う 
し
ょ
う

�

�

�

�

�

�

�
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�□
子
ど
も
手
当
と
は

　

次
世
代
の
社
会
を
担
う
子
ど
も
の
健
や

か
な
育
ち
を
、
社
会
全
体
で
応
援
す
る

こ
と
を
目
的
に
し
て
い
ま
す
。
子
ど
も

の
将
来
を
考
え
有
効
に
使
っ
て
く
だ
さ

い
。

□
支
給
対
象　

　

十
五
歳
到
達
後
最
初
の
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
（
中
学
校
修
了

前
の
児
童
）
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支

給
さ
れ
ま
す
。
公
務
員
の
方
は
、
勤
務

先
に
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

□
支
給
時
期　

　

原
則
と
し
て
毎
年
二
月
、
六
月
、
十
月

に
そ
れ
ぞ
れ
の
前
月
分
ま
で
を
支
給
し

ま
す
。
今
回
は
十
月
〜
一
月
分
の
子
ど

も
手
当
を
二
月
十
日
に
指
定
さ
れ
た
金

融
機
関
に
振
り
込
む
予
定
で
す
。

□
支
給
額　

　

子
ど
も
一
人
に
つ
き
、
一
律
一
万
三
千

円
（
月
額
）

□
問
い
合
わ
せ
先　

�
�
��
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

　

住
民
福
祉
課

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
２
２
６
）

�□
日
時
・
場
所

・
二
月
二
十
日（
日
）愛
知
産
業
労
働
セ
ン

タ
ー
９
０
８
号
会
議
室

・
二
月
二
十
七
日（
日
）愛
知
産
業
労
働
セ

ン
タ
ー
１
１
０
９
号
会
議
室

　

両
日
と
も
午
後
二
時
〜
午
後
四
時

□
対　

象

　

平
成
二
十
四
年
三
月
、
専
門
学
校
・
短

大
・
大
学
（
院
）
の
卒
業
予
定
者
ま
た

は
既
卒
者
（
定
員
四
十
八
人
）

□
内　

容

　

一
般
幹
部
候
補
生
・
一
般
曹
候
補
生
の

制
度
説
明
。
愛
知
県
内
大
学
出
身
隊
員

の
体
験
談
な
ど
を
予
定

□
応
募
方
法

　

住
所
・
氏
名
・
年
齢
・
電
話
番
号
・
参

加
の
有
無
（
二
月
二
十
日
ま
た
は
二
月

二
十
七
日
）
を
記
入
の
上
、
メ
ー
ル
ま

た
は
電
話
で
申
込
み
を
し
て
く
だ
さ
い
。

□
問
い
合
わ
せ
先

　

防
衛
省
自
衛
隊
愛
知
地
方
協
力
本
部 

半
田
地
域
事
務
所
�（
２
１
）０
０
０
４

電
子
メ
ー
ル　

hq1

‐ aichi@
pco.mod.go.jp

�□
募
集
人
員　

普
通
科
四
十
人

□
入
学
資
格　

中
学
校
を
卒
業
し
た
方
、

今
春
中
学
校
を
卒
業
見
込
み
の
方
ま
た

は
中
学
校
卒
業
と
同
等
以
上
の
学
力
が

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
	



�

�

�

�

�

�

�

	

あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方
。

①
前
期
選
抜
日
程

□
願
書
受
付　

三
月
二
日（
水
）午
前
九
時

〜
午
後
四
時
、
三
月
三
日（
木
）午
前
九

時
〜
午
後
三
時

□
試
験
日　

三
月
九
日（
水
）

□
合
格
発
表　

三
月
十
一
日（
金
）

②
後
期
選
抜
日
程

□
願
書
受
付　

三
月
二
十
三
日（
水
）午
前

九
時
〜
午
後
四
時
、
三
月
二
十
四
日

（
木
）午
前
九
時
〜
午
後
三
時

□
試
験
日　

三
月
二
十
八
日（
月
）

□
合
格
発
表　

三
月
二
十
九
日（
火
）

□
検
定
料　

願
書
に
九
百
五
十
円
の
愛
知

県
収
入
証
紙
を
添
付

□
試
験
内
容　

前
期
選
抜　

作
文
、
基
礎

学
力
検
査
（
国
語
、
数
学
、
英
語
の
基

礎
的
な
学
力
検
査
）
と
面
接
。
後
期
選

抜　

作
文
と
面
接

□
問
い
合
わ
せ
先　

県
立
横
須
賀
高
等
学

校　

�
０
５
６
２（
３
２
）１
２
７
８

�
　

新
入
学
、
転
編
入
学
、
特
科
（
聴
講
生
）

の
募
集
を
し
ま
す
。

□
募
集
人
員　

　

普
通
科 
約
二
百
八
十
人

□
応
募
資
格

・
中
学
校
を
卒
業
し
た
方
、
今
春
中
学
校

を
卒
業
見
込
み
の
方
、
中
学
校
卒
業
と

同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ

る
方
な
ど
。

・
転
編
入
学
は
、
高
等
学
校
で
一
部
単
位

を
修
得
し
た
方
。

�
�
�
�
�
�
�
	


�

�
�
�
�
�
�
�
	


�

□
出
願
期
間

・
新
入
学
の
前
期
選
抜
は
二
月
二
十
五
日

（
金
）〜
二
月
二
十
八
日（
月
）、
後
期
選

抜
は
三
月
二
十
九
日（
火
）〜
四
月
一
日

（
金
）（
前
期
は
土
曜
・
日
曜
日
含
む
）

・
転
編
入
学
、
特
科
は
三
月
十
日（
木
）〜

三
月
十
四
日（
月
）ま
で（
日
曜
日
除
く
）

・
特
科
は
三
月
十
六
日（
水
）〜
三
月
二
十

日（
日
）（
土
曜
日
除
く
、日
曜
日
は
午
後

の
み
可
）

□
選
抜
日

・
新
入
学
の
前
期
選
抜
は
三
月
六
日（
日
）、

後
期
選
抜
は
四
月
三
日（
日
）

・
転
編
入
学
は
三
月
二
十
一
日（
月
）

□
選
抜
方
法

・
新
入
学
は
書
類
審
査
、
作
文
、
面
接

・
転
編
入
学
は
書
類
審
査
、
学
力
検
査

（
国
・
数
・
英
）、
面
接

・
特
科
は
書
類
審
査

□
願
書
交
付

　

新
入
学
は
二
月
一
日（
火
）か
ら
、転
編
入

学
と
特
科
は
二
月
二
十
二
日（
火
）か
ら

□
問
い
合
わ
せ
先

　

刈
谷
東
高
校　

�
０
５
６
６（
２
１
）３

３
４
９　

Ｈ
Ｐ　

http://w
w
w
.kariy

ahigashi

‐ h.aichi

‐ c.ed.jp

（
閲
覧
の

み
）

�
　

二
月
十
四
日（
月
）か
ら
二
月
二
十
二
日

（
火
）ま
で
、
東
部
知
多
ク
リ
ー
ン
セ
ン

タ
ー
定
期
整
備
の
た
め
休
館
し
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

東
部
知
多
温
水
プ
ー

ル　

�
０
５
６
２（
４
４
）０
２
７
１

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�
�

副
町
長
に

間
瀬
政
好 
氏

　１月２４日に開催された町議会
臨時会で、間瀬政好氏（町総務
部長）が選任されました。任期
は平成２３年４月1日から４年間
です。
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�
　

良
好
な
住
宅
地
と
し
て
の
環
境
を
高
度

に
維
持
、
増
進
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る

高
根
台
団
地
建
築
協
定
が
愛
知
県
知
事
の

認
可
を
受
け
ま
し
た
。
期
間
は
、
平
成
二

十
二
年
十
二
月
十
七
日
か
ら
十
年
間
で
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

建
設
課　

�（
４
８
）

１
１
１
１
（
内
２
８
８
）

�
　

教
室
受
講
生
の
作
品「
面
打
ち
」「
陶
芸
」

「
水
墨
画
」「
絵
手
紙
」
を
展
示
し
ま
す
。

□
日　

時　

二
月
二
十
六
日（
土
）午
前
十

時
〜
午
後
五
時
・
二
月
二
十
七
日
（
日
）

午
前
十
時
〜
午
後
四
時

□
入
場
料　

無
料

□
問
い
合
わ
せ
先　

ア
イ
プ
ラ
ザ
半
田

（
愛
知
県
半
田
勤
労
福
祉
会
館
）

　

�（
２
３
）２
２
５
５

�□
資　

格　

阿
久
比
町
在
住
者
ま
た
は
在

勤
者
が
二
分
の
一
以
上
で
構
成
さ
れ
た

チ
ー
ム

□
会　

費　

入
会
金
五
千
円
（
新
規
登
録

チ
ー
ム
の
み
）、
年
会
費
三
万
円

□
受
付
日
時　

二
月
二
十
七
日
（
日
）
午

前
十
時
〜
正
午

□
受
付
場
所　

中
央
公
民
館
本
館
三
階　

３
０
１
号
室

□
申
込
方
法　

登
録
用
紙
に
記
入
の
上
、

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�

�

�

�

�

�

	

�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�

�

�

�

�

�

�

	

�
�
�
�
�
�
�
	


�

�

�

�

�

�

�

会
費
を
添
え
て
提
出
。
登
録
用
紙
は
、

阿
久
比
ス
ポ
ー
ツ
村
に
あ
り
ま
す
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

阿
久
比
ス
ポ
ー
ツ
村

�（
４
９
）２
５
０
０
、
原
進
�（
４
８
）

２
７
３
６

�
　

Ｎ
Ｈ
Ｋ
海
外
た
す
け
あ
い
義
援
金
（
十

二
月
一
日
〜
十
二
月
二
十
五
日
）
に
ご
協

力
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
役
場
は

じ
め
町
内
八
カ
所
で
集
ま
り
ま
し
た
義
援

金
（
四
千
六
百
八
十
三
円
）
は
、
日
本
赤

十
字
社
愛
知
県
支
部
へ
送
金
し
ま
し
た
。

□
問
い
合
わ
せ
先　

住
民
福
祉
課　

　

�（
４
８
）１
１
１
１
（
内
３
０
１
）
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今今月月のの納納税税ななどど
固定資産税・都市計画税　　　　４期分
国民健康保険税、介護保険料　　６期分
後期高齢者医療保険料　　　　　８期分
公共下水道事業受益者負担金　　４期分

納期限は２月 ２８日（月）です。
※口座振替の方は、口座の残高確認をお願いします。
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■阿久比町ホームページ  ｈｔｔｐ：//ｗｗｗ．ｔｏｗｎ．ａｇｕｉ．ｌｇ．ｊｐ/
資源を大切に！この用紙は再生紙を使用しています。

広報あぐいを声の広報ボランティア「あいうえお」が CD録音しています。
ぜひご利用ください。
■問い合わせ先　阿久比町社会福祉協議会・ボランティアセンター�（４８）１１１１

阿久比町民憲章
アグピー 

阿久比町 
マスコットキャラクター 

　わたしたち阿久比町民は、ここに町民憲章を定
め、よりよい町づくりに努めることを誓います。
◎ホタル飛びかう、豊かな自然を守ります。
◎歴史と伝統を守り、教養を高めます。
◎スポーツに親しみ、健康で明るい家庭をつくり
ます。
◎オアシス運動をすすめ、笑顔あふれるまちをつ
くります。
◎ボランティア活動に、すすんで参加します。

世帯数　 ８，９７９　　（＋３６）

人　口　２５，９２３人（＋６１）

　男　　１２，８５１人（＋３５）

　女　　１３，０７２人（＋２６）

（　　）は前月との増減数

１２月中の異動

　出生　１６　転入    １１３

　死亡　２０　転出      ４８

平成２３年１月１日現在

人 口 と 世 帯

千葉竜希さん（阿久比中学２年）の作品 

□投票時間 
　午前7時～午後8時 

□問い合わせ先 
　阿久比町選挙管理委員会 
　（総務課） 
　fl（48）1111 
　　（内207・237） 


